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５５５．．．補補補助助助
ほほほ じじじ ょょょ

・・・割割割引引引
わわわりりりびびびききき

・・・貸貸貸付付付
かかかしししつつつけけけ

なななどどど   
 

障がいのある方の、日常生活を容易にする

ための用具の給付や、生活の安定を支援す

るための割引・貸付などを行っています。 
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５．補助
ほ じ ょ

・割引
わりびき

・貸付
かしつけ

など 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 者 

本人が運転される場合 

身体障害者手帳をお持ちの方 

本人以外の方が運転され、本人が同乗される場合 

①第１種の身体障害者手帳をお持ちの方 

②○A ･A の療育手帳をお持ちの方 

自動車の範囲 

本人または介護者が運転する乗用タイプの自動車（乗車定員10 人以

下で、軽トラック・原付自転車などは除く）で、本人または生計を一

にする方などが所有する車（営業車は除く） 

割 引 額 
通常料金の半額（ただし、端数が生じる場合は、10 円または 50 円

単位で切り上げ） 

申請窓口  健康福祉課社会福祉係および本庁住民課･各支所住民生活課 

問合せ先  健康福祉課社会福祉係（0826-25-0250） 

対 

象 

者 

全額 

免除 

① 町民税非課税世帯で、身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯 

② 町民税非課税世帯で、知的障がい者と判定された方がいる世帯 

③ 町民税非課税世帯で、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯 

半額 

免除 

① 世帯主が、視覚障がい･聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちの世帯 

② 世帯主が、１級または２級の身体障害者手帳をお持ちの世帯 

③ 世帯主が、ⒶまたはＡの知的障がい者と判定された世帯 

④ 世帯主が、１級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの世帯 

申請窓口  健康福祉課社会福祉係および本庁住民課･各支所住民生活課 

問合せ先  健康福祉課社会福祉係（0826-25-0250） 

５-１  

有料
ゆうりょう

道路
ど う ろ

通行
つうこう

料金
りょうきん

の割引
わりびき

 

５-２  

NHK放送
ほうそう

受信料
じゅしんりょう

の免除
めんじょ

 

 

 

身体障害者手帳・療育手帳をお持

ちの方が、有料道路（高速道路な

ど）を利用する場合、通行料が半額

割引になるための証明をします。 

ＮＨＫテレビ受信料が、半額ま

たは全額免除になる対象者の

証明を行います。 

 

５．補助・割引・貸付など 
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※障害者総合支援法の範囲である難病患者の方も状態によっては補装具の給付を受けることが

できます。 

 

 

                                    
  

 

 

 

 

 

※障害者総合支援法の範囲である難病患者の方も状態によっては日常生活用具の給付を受ける

ことができます。 

 

 

 

 

対 

象 

者 

 肢体不自由者（児） 
義肢･装具･座位保持装置･車いす･電動車いす･歩行器･

歩行補助つえ（１本つえを除く） 

 視覚障がい者（児） 義眼･眼鏡･盲人安全つえ 

 聴覚障がい者（児） 補聴器 

 重度の両上下肢および音声 

言語機能障がい者（児） 
重度障害者用意思伝達装置 

肢 体 不 自 由 児 座位保持いす･起立保持具･頭部保持具･排便補助具 

自 己 負 担 額 
原則１割負担。ただし、本人および配偶者の課税状況など

に応じて１か月当たりの負担に上限額が設けられます。 

申  請  窓  口 健康福祉課社会福祉係および本庁住民課･各支所住民生活課 

問  合  せ  先 健康福祉課社会福祉係（0826-25-0250） 

自己負担額 
原則１割負担。ただし、本人および配偶者の課税状況などに応じて

１か月当たりの負担に上限額が設けられます。 

申 請 窓 口 健康福祉課社会福祉係および本庁住民課･各支所住民生活課 

問 合 せ 先 健康福祉課社会福祉係（0826-25-0250） 

５-３  

補
ほ

装具
そ う ぐ

費
ひ

の支給
しきゅう

 

５-４  

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

と種類
しゅるい

 

 

身体障害者手帳をお持ちの方に対し、障がいを

補うための用具を購入または修理をする際に、

補装具費の支給を行っています。ただし、介護保

険対象者は、介護保険制度が優先されます。 

重い障がいのある方などに対し、日常生活の改

善を図るため、障がいに応じた日常生活用具の

給付を行っています。ただし、介護保険対象者

は、介護保険制度が優先されます。 

 

５．補助・割引・貸付など 

 

５ 

補
助
・
割
引
・貸
付
な
ど 
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※表の見方 ＊対象の「者」は 18 歳以上の方、「児」は 18 歳未満の方です。また、数字やアルフ

ァベットなどは身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保険福祉手帳の等級制限を表していま

す。 

 （例）＊「２」は障害等級２級以上の方が対象、「○」は等級制限なし。 

■共通用具 

対象 
品  目 

耐用 

年数 
限 度 額 対 象 者 

者 児 

２ ２ 火 災 警 報 器 ８年 15,500 円 身体障害者手帳２級以上または療育手帳○Ａ ･Ａも

しくは精神障害者保健福祉手帳１級以上の方で火

災発生の感知・避難が著しく困難な方 ２ ２ 自 動 消 火 器 ８年 28,700 円 

■聴覚障がい 

対象 
品  目 

耐用 

年数 
限 度 額 対 象 者 

者 児 

２ ― 
聴 覚 障 が い 者 用 

屋 内 信 号 装 置 
10年 87,400 円 聴覚障がい２級以上 

○ ○ 
聴 覚 障 が い 者 用 

通 信 装 置 
５年 71,000 円 聴覚障がいまたは発声・発語に著しい障がいを有する方 

○ ○ 
聴 覚 障 が い 者 用 

情 報 受 信 装 置 
６年 88,900 円 聴覚障がい（本装置によりテレビの視聴が可能となる方） 

■平衡機能障がい 

対象 
品  目 

耐用 

年数 
限 度 額 対 象 者 

者 児 

○ ○ 移動･移乗支援用具 ８年 60,000 円 
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい（家庭

内の移動などに介助を要する方） 

○ ○ 頭 部 保 護 帽 ３年 36,750 円 

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい（立位や

歩行が不安定でよく転倒する方）･知的障がい･精神障

がい（てんかんの発作などにより頻繁に転倒する方） 

■音声･言語機能障がい 

対象 
品  目 

耐用 

年数 
限 度 額 対 象 者 

者 児 

○ ○ 携帯用会話補助装置 ５年 98,800 円 
肢体不自由または音声機能もしくは言語機能障が

いがあって、発声･発語に著しい障がいを有する方 

○ ○  聴覚障がい者用通信装置 ５年 71,000 円 聴覚障がいまたは発声･発語に著しい障がいを有する方 

○ ○ 人 工 喉 頭 

４年 
笛式 

8,100 円 
喉頭摘出により音声機能をそう失した方 

５年 
電動式 

70,100 円 

 

 

 

 

 

障がいの程度や種別に応じて、

次のような用具があります。 

 

 

５．補助・割引・貸付など 
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■視覚障がい 

対象 
品  目 

耐用 

年数 
限 度 額 対 象 者 

者 児 

２ ― 電 磁 調 理 器 ６年 41,000 円 視覚障がい２級以上または療育手帳○Ａ ･Ａ 

２ ２ 
歩行時間延長信号機用 

小 型 送 信 機 
10年 7,000 円 視覚障がい２級以上 

２ ２ 体 温 計 (音声式） ５年 9,000 円 視覚障がい２級以上 

２ ２ 体 重 計 (音声式） ５年 18,000 円 視覚障がい２級以上 

２ ― 点字ディスプレイ  ６年 383,500 円 視覚障がい２級以上 

２ 

２ 点 字 器 

７年 
標準型 

10,400 円 視覚障がい２級以上（就労もしくは就学しているか

または就労が見込まれる方） 
５年 

携帯用 

7,200 円 

２ ２ 点字タイプライター ５年 63,100 円 
視覚障がい２級以上（就労もしくは就学しているか

または就労が見込まれる方） 

２ ２ 
視 覚 障 が い 者 用 

ポータブルレコーダー 

６年 

録音再生機 

85,000 円 

視覚障がい２級以上 
再生機専用 

35,000 円 

５年 
ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ 

23,000 円 

２ ２ 情報･通信支援用具 ６年 100,000 円 

視覚障がい２級以上または上肢機能障がい２級以

上（体幹機能障がい２級以上で上肢の機能に同程度

の障がいがあるとみとめられるものを含む）で、機

器の使用により社会参加が見込まれる方 

２ ２ 
視 覚 障 が い 者 用 

活字文書読上げ装置 
６年 99,800 円 視覚障がい２級以上 

○ ○ 
視 覚 障 が い 者 用 

拡 大 読 書 器 
８年 198,000 円 

視覚障がい（本装置により文字などを読むことが可

能になる方） 

２ ― 
視 覚 障 が い 者 用 

時 計 
10年 

触読式 

10,300 円 
視覚障がい２級以上 

音声式 

13,300 円 

視覚障がい２級以上（手指の触覚に障がいがあるな

どのため触読式時計の使用が困難な方） 

○ ○ 
視覚障がい者用ﾜｰﾄﾞ 

ﾌﾟﾛｾｯｻ(共同利用） 
― 1,030,000円 視覚障がい 

○ ○ 点   字   図   書 ― 

点字図書を作成

するために要し

た額から同一の

書籍の一般販売

価格に相当する

額を控除した額 

視覚障がい（主に情報の入手を点字によっている方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．補助・割引・貸付など 
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■上肢･下肢･体幹･脳原性運動機能障がい 

対象 
品  目 

耐用 

年数 
限 度 額 対 象 者 

者 児 

２ ２ 特 殊 便 器 ８年 151,200 円 
上肢機能障がい２級以上または療育手帳○Ａ ･Ａ（訓

練を行っても自らの排便後の処理が困難な方） 

２ ２ 情報･通信支援用具 ６年 100,000 円 

視覚障がい２級以上または上肢機能障がい２級以

上（体幹機能障がい２級以上で上肢の機能に同程度

の障がいがあるとみとめられるものを含む）で、機

器の使用により社会参加が見込まれる方 

○ ○ 携帯用会話補助装置 ５年 98,800 円 
肢体不自由または音声機能もしくは言語機能障がい

があって、発声･発語に著しい障がいを有する方 

２ ― 特 殊 寝 台 ８年 154,000 円 下肢または体幹機能障がい２級以上 

１ １ 特 殊 尿 器 ５年 67,000 円 下肢または体幹機能障がい1級（常時介護を要する方） 

１ ２ 特 殊 マ ッ ト ５年 19,600 円 
下肢または体幹機能障がい１級の18歳以上の方および２

級以上の３歳以上18歳未満の方（常時介助を要する方） 

２ ２ 入 浴 担 架 ５年 82,400 円 下肢または体幹機能障がい２級以上（入浴に介助を要する方） 

２ ２ 体 位 変 換 器 ５年 15,000 円 
下肢または体幹機能障がい２級以上（下着交換など

に介助を要する方） 

２ ２ 移 動 用 リ フ ト ４年 159,000 円 下肢または体幹機能障がい２級以上 

― ２ 訓 練 い す ５年 33,100 円 下肢または体幹機能障がい２級以上 

― ２ 訓 練 用 ベ ッ ド ８年 159,200 円 下肢または体幹機能障がい２級以上 

○ ○ 入 浴 補 助 用 具 ８年 90,000 円 下肢または体幹機能障がい（入浴に介助を要する方） 

２ ２ 便 器 ８年 9,850 円 下肢または体幹機能障がい２級以上 

○ ○ Ｔ字状･棒状のつえ ３年 4,200 円 
下肢または体幹機能障がい（つえの使用により歩行

が改善される方） 

○ ○ 移動･移乗支援用具 ８年 60,000 円 
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい（家庭

内の移動などに介助を要する方） 

○ ○ 頭 部 保 護 帽 ３年 36,750 円 

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい（立位や

歩行が不安定でよく転倒する方）･知的障がい･精神障

がい（てんかんの発作などにより頻繁に転倒する方） 

○ ○ 紙 お む つ な ど ― 12,000 円 

脳原性運動機能障がいにより排尿または排便の意

思表示が困難な方。または先天性疾患（先天性鎖肛

を徐く）に起因する神経障がいによる高度の排尿機

能・排便機能障がいのある方 

３ ３ 居宅生活動作補助用具 ５年 200,000 円 

下肢または体幹機能障がいもしくは乳幼児期以前の非進

行性の脳病変による運動機能障がい３級以上の方（特殊

便器への取替えをする場合は上肢障がい２級以上の方） 

○ ○ 収 尿 器 １年 

○男性用 

7,700 円 
脊髄損傷などにより高度の排尿機能障がいを有する方 

○女性用 

8,500 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．補助・割引・貸付など 
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■内部機能障がい 

対象 
品  目 

耐用 

年数 
限 度 額 対 象 者 

者 児 

３ ３ 透 析 液 加 温 器 ５年 51,500 円 腎臓機能障がい３級以上 

３ ３ ネブライザー（吸入器） ５年 36,000 円 
呼吸器機能障がい３級以上または同程度の障がい

を有すると認められる方 

３ ３ 電気式たん吸引機 ５年 56,400 円 
呼吸器機能障がい３級以上または同程度の障がい

を有すると認められる方 

○ ― 酸素ボンベ運搬車 10年 17,000 円 医療保険による在宅酸素療法を行う方 

○ ○ 
ス ト マ 用 装 具 

― 8,600 円 腹部に人工肛門を造設した方 

○ ○ ― 11,300 円 腹部に人工ぼうこうを造設した方 

○ ○ 紙 お む つ な ど ― 12,000 円 

治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚

の著しいぴらん、またはストマの変形のため、ストマ

用装具を装着することができない方 

３ ３ パルスオキシメーター ５年 50,000 円 
呼吸機能障がい若しくは心臓機能障がい３級以上 

または同程度の障がいを有すると認められる方 

■知的障がい 

対象 
品  目 

耐用 

年数 
限 度 額 対 象 者 

者 児 

Ａ Ａ 特 殊 マ ッ ト ５年 19,600 円 ３才以上で常時介護を要する方 

○ ○ 頭 部 保 護 帽 ３年 36,750 円 

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい（立位や

歩行が不安定でよく転倒する方）･知的障がい･精神障

がい（てんかんの発作などにより頻繁に転倒する方） 

Ａ 

 

Ａ 

 
特 殊 便 器 ８年 151,200円 

上肢機能障がい２級以上または療育手帳○Ａ ･Ａ（訓

練を行っても自らの排便後の処理が困難な方） 

Ａ ― 電 磁 調 理 器 ６年 41,000 円 視覚障がい２級以上または療育手帳○Ａ ･Ａ  

■精神障がい 

対象 
品  目 

耐用 

年数 
限 度 額 対 象 者 

者 児 

○ ○ 頭 部 保 護 帽 ３年 36,750 円 

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい（立位や

歩行が不安定でよく転倒する方）･知的障がい･精神障

がい（てんかんの発作などにより頻繁に転倒する方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 者 

以下の①～③の全ての条件を満たす方 

①身体障害者手帳１級～４級をお持ちの方 

②町内に居住している方 

③第１種普通自動車運転免許を取得された方 

給 付 額 運転免許の取得に要した費用の３分の２（限度額 100,000 円） 

申請窓口  健康福祉課社会福祉係および本庁住民課･各支所住民生活課 

問合せ先  健康福祉課社会福祉係（0826-25-0250） 

５-５  

自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得費
しゅとくひ

の給付
きゅうふ

 

 

自動車運転免許（第１種普通免許に

限る）を取得した身体障がいのある方

に対し、取得費の一部を給付します。 

 

５．補助・割引・貸付など 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

補
助
・
割
引
・貸
付
な
ど 
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対 

象 

者 

視 覚 障 が い １級～３級、４級の１ 

聴 覚 障 が い ２級･３級 

平 衡 機 能 障 が い ３級 

上 肢 機 能 障 が い １級･２級の１または２級の２ 

下 肢 機 能 障 が い １級～４級 

体 幹 機 能 障 が い １級～３級 

乳幼児期以前の非進行性の  

脳病変による運動機能障がい 

上肢機能  
１級･２級（一上肢のみに運動機

能障がいのある場合を除く） 

移動機能  １級～４級 

心 臓 機 能 障 が い １級～３級 

じ ん 臓 機 能 障 が い １級～３級 

呼 吸 器 機 能 障 が い １級～３級 

ぼ う こ う または 直 腸 機 能 障 が い １級～３級 

小 腸 機 能 障 が い・肝 臓 機 能 障 が い １級～３級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい １級～３級 

療 育 手 帳 ○Ａ ･Ａ 

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 １級 

申 請 窓 口 山県警察署（0826-22-0110） 

 

 

 

 

 

対 象 者 

以下の①～③の全ての条件を満たす方 

①上肢･下肢または体幹機能障がいの身体障害者手帳１級～４級をお持ちの方 

②町内に居住している方 

③過去２年間、改造費の給付を受けていない方 

給 付 額 改造費の額（限度額 100,000 円） 

申請窓口  健康福祉課社会福祉係および本庁住民課･各支所住民生活課 

問合せ先  健康福祉課社会福祉係（0826-25-0250） 

５-6  

自動車
じどうしゃ

改造費
かいぞうひ

の給付
きゅうふ

 

 

５-7  

駐車
ちゅうしゃ

禁止
き ん し

規制
き せ い

の適用
てきよう

除外
じょがい

 

障がい者手帳をお持ちの方が、公安

委員会の交付する「駐車禁止除外指

定車標章」を提示している場合は、公

安委員会の指定した駐車禁止場所に

限り駐車することができます。 
 

身体に障がいのある方が、就労などによ

り自らの運転に適合するように自動車を

改造する場合、その改造費の一部を給付

します。ただし、所得制限があります。 

 

５．補助・割引・貸付など 

 

 

 

 

 

５ 

補
助
・
割
引
・貸
付
な
ど 
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【期限制限なし】 

対 

象 

者 

視 覚 障 が い １級～４級 

平 衡 機 能 障 が い ３級･５級 

上 肢 不 自 由 １級･２級 

下 肢 不 自 由 １級～６級 

体 幹 不 自 由 １級～５級 

乳幼児期以前の非進行性の  

脳病変による運動機能障がい 

上肢機能  １級･２級 

移動機能  １級～６級 

心 臓 機 能 障 が い １級～４級 

じ ん 臓 機 能 障 が い １級～４級 

呼 吸 器 機 能 障 が い １級～４級 

ぼ う こ う または 直 腸 機 能 障 が い １級～４級 

小 腸 機 能 障 が い １級～４級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい １級～４級 

肝 臓 機 能 障 が い １級～４級 

療 育 手 帳 ○Ａ ･Ａ 

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 １級 

介護保険被保険者証 要介護度１～５ 

申 請 窓 口 

健 康 福 祉 課 社 会 福 祉 係

（0826-25-0250） 

および本庁住民課 

各支所住民生活課 

【手続きに必要なもの】該当される手帳・受給者証 

 

【期限制限あり】 

対 

象 

者 

妊  産  婦 
妊娠７か月～産後１年６か月の妊産婦（産後は１歳６か月

の乳幼児同伴時のみ） 

け が 人 な ど けが等で杖等の補装具を必要とする人など 

申 請 窓 口 
健康福祉課社会福祉係（0826-25-0250） 

および本庁住民課 

各支所住民生活課 

【手続きに必要なもの】母子健康手帳・医師の診断書・意見書等 

 

 

５-8  

思
おも

いやり駐 車 場
ちゅうしゃじょう

 

利用証交付制度
りようしょうこうふせいど

 

以下の手帳や等級に該当し、歩行や

車の乗降に支障のある方に思いやり

駐車場の利用証を交付します。 

 

５．補助・割引・貸付など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

補
助
・
割
引
・貸
付
な
ど 
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交通 

機関 

乗車船券の 

種   類 

障がい者が 12 歳以上 障がい者が 12 歳未満 
割引方法等 

介護者同伴 本人のみ 介護者同伴 本人のみ 

Ｊ
Ｒ 

普通乗車券 介護者とも５割引 
101Ｋｍ以上の 

場合のみ５割引 
介護者とも５割引 

101Ｋｍ以上の 

場合のみ５割引 ＪＲ出札窓口

で手帳を呈示

し、割引乗車

券を購入 

回 数 券 〃 ― 〃 ― 

普通急行券 〃 ― 〃 ― 

定期乗車券 〃 ― 介護者のみ５割引 ― 

国
内
航
空 

※詳細については、ご利用の航空会社にお問い合わせください。 

航空券購入時な

らびに搭乗時に

手帳を呈示 

県
内
の
バ
ス 

普通乗車券 介護者とも５割引 ５割引 介護者とも５割引 ５割引 乗車券購入時に

手帳を呈示し、普

通乗車券は降車

時に手帳を呈示 

定期乗車券 介護者とも３割引 ３割引 介護者のみ３割引 ― 

割引 PASPY 介護者とも５割引 ５割引 介護者とも５割引 ５割引 

広
電
電
車 

普通乗車券 
本人のみ５割引 

（介護者２人まで無料） 
５割引 

介護者のみ無料 

（２人まで） 
― バスの場合と

同じ 

回数券は割引

なし 

定期乗車券 

（１ヶ月） 

本人のみ大人運賃×

２回×30 日×0.5
（介護者２人まで無料） 

大人運賃×２回 

×30日×0.5 
〃 ― 

割引 PASPY 介護者のみ５割引 ５割引 〃 ― 
購入・降車時

に手帳を呈示 

ア
ス
ト
ラ
ム 

ラ
イ
ン 

普通乗車券 介護者とも５割引 ５割引 介護者のみ５割引 ― 
手帳を呈示 

定期乗車券 〃 〃 〃 ― 

割引 PASPY 〃 〃 〃 ― 

購入時および利

用時に請求があ

れば手帳を呈示 

県
内
の
旅
客
船 

２等旅客券 介護者とも５割引 ５割引 介護者とも５割引 ５割引 

乗船券購入時

に手帳を呈示 

 

※詳細につい

ては、ご利用

の旅客船運航

会社に問い合

わせてくださ

い。 

急
行
便
に

係
る 

急行券 〃 〃 〃 〃 

1等旅客券 〃 〃 〃 〃 

１等旅客券 〃 ― 〃 ― 

特等旅客券 〃 ― 〃 ― 

特別室使用料金 〃 ― 〃 ― 

座席指定料金 〃 ― 〃 ― 

寝台料金  〃 ― 〃 ― 

回  数  券 〃 ― 介護者のみ５割引 ― 

定 期 券 介護者とも３割引 ― 介護者のみ３割引 ― 

割引 PASPY 介護者とも５割引 ５割引 介護者とも５割引 ５割引 

県内 

ﾀｸｼｰ 
運     賃 １割引 手帳を呈示 

 

公共交通機関を利用される場合、

つぎのような割引制度があります。 

５-９-１「第１種の身体障害者手帳」および「第１種の療育手帳（○ＡとＡ）」をお持ちの方 

  

５-9  

旅客
りょかく

運賃
うんちん

割引
わりびき

制度
せ い ど

 

 

５．補助・割引・貸付など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

補
助
・
割
引
・貸
付
な
ど 
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交通

機関 

乗車船券の

種   類 

障がい者が 12 歳以上 障がい者が 12 歳未満 
割引方法等 

介護者同伴 本人のみ 介護者同伴 本人のみ 

Ｊ
Ｒ 

普通乗車券 ― 
101Ｋｍ以上の 

場合のみ５割引 
― 

101Ｋｍ以上の 

場合のみ５割引 ＪＲみどりの窓

口で手帳を呈示

し、割引乗車券

を購入 

回 数 券 ― ― ― ― 

普通急行券 ― ― ― ― 

定期乗車券 ― ― 介護者のみ５割引 ― 

国
内
航
空 

※詳細については、ご利用の航空会社にお問い合せください。 

航空券購入時な

らびに搭乗時に

手帳を呈示 

県
内
の
バ
ス 

普通乗車券 ― ５割引 介護者とも５割引 ５割引 乗車券購入時に

手帳を呈示し、普

通乗車券は降車

時に手帳を呈示 

定期乗車券 ― ３割引 介護者のみ３割引 ― 

割引 PASPY ― ５割引 介護者とも５割引 ５割引 

広
電
電
車 

普通乗車券 
本人のみ５割引 
（介護者割引なし） 

５割引 
介護者のみ無料 

（２人まで） 
― 

バスの場合と

同じ 
 

定期乗車券 

（１ヶ月） 

本人のみ大人運賃×

２回×30 日×0.5
（介護者割引なし） 

大人運賃×２回

×30 日×0.5 
〃 ― 

割引 PASPY 
本人のみ５割引 
（介護者割引なし） 

５割引 〃 ― 
購入・降車時

に手帳を呈示 

ア
ス
ト
ラ
ム 

ラ
イ
ン 

普通乗車券 介護者とも５割引 ５割引 介護者のみ５割引 ― 請求時手帳を呈示 

定期乗車券 〃 〃 〃 ― 購入時および利

用時に請求があ

れば手帳を呈示 割引 PASPY 〃 〃 〃 ― 

県
内
の
旅
客
船 

２等旅客券 ― 101Ｋｍ以上の

場合のみ５割引

（距離制限なく割

引する会社もある） 

― 101Ｋｍ以上の

場合のみ５割引

（距離制限なく割

引する会社もある） 

乗船券等購入

時に手帳を呈

示するととも

に乗船運賃割

引申込書を提

出 

 

※詳細につい

ては、ご利用

の旅客船運航

会社に問い合

わせてくださ

い。 

急
行
便
に
係
る 

急 行 券  ― ― 

1等旅客券 ― ― 

１等旅客券 ― ― ― ― 

特等旅客券 ― ― ― ― 

特別室使用料金 ― ― ― ― 

座席指定料金 ― ― ― ― 

寝 台 料 金 ― ― ― ― 

回  数  券 ― ― ― ― 

定 期 券 ― ― 介護者のみ３割引 ― 

県内 

ﾀｸｼｰ 
運     賃 １割引 手帳を呈示 

 

 

 

 

 

５-9-２「第２種の身体障害者手帳」および「第２種の療育手帳（○ＢとＢ）」をお持ちの方 

  

 

５．補助・割引・貸付など 
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交通

機関 
乗車券の種類 

障がい者が 12 歳以上 障がい者が 12 歳未満 
割引方法等 

介護者同伴 本人のみ 介護者同伴 本人のみ 

県
内
の
バ
ス 

普通乗車券 介護者とも５割引 ５割引 介護者とも５割引 ５割引 乗車券購入時に

手帳を呈示し、普

通乗車券は降車

時に手帳を呈示 

定期乗車券 介護者とも３割引 ３割引 介護者のみ３割引 ― 

割引 PASPY 介護者とも５割引 ５割引 介護者とも５割引 ５割引 

広
電
電
車 

普通乗車券 
本人のみ５割引 

（介護者２人まで無料） 
５割引 

介護者のみ無料 

（２人まで） 
― 

バスの場合と

同じ 

 
定期乗車券 

（１ヶ月） 

本人のみ大人運賃× 

２回×30日×0.5 
（介護者２人まで無料） 

大人運賃×２回 

×30 日×0.5 
〃 ― 

割引 PASPY 
本人のみ５割引 

（介護者２人まで無料） 
５割引 〃 ― 

購入・降車時

に手帳を呈示 

ア
ス
ト
ラ
ム 

ラ
イ
ン 

普通乗車券 介護者とも５割引 ５割引 介護者のみ５割引 ― 

手帳を呈示 定期乗車券 〃 〃 〃 ― 

割引 PASPY 〃 〃 〃 ― 

 

 

 

交通

機関 
乗車券の種類 

障がい者が 12 歳以上 障がい者が 12 歳未満 
割引方法等 

介護者同伴 本人のみ 介護者同伴 本人のみ 

県
内
の
バ
ス 

普通乗車券 ― ５割引 介護者とも５割引 ５割引 乗車券購入時に手帳を

呈示し、普通乗車券・

PASPY は降車

時に手帳を呈示 

定期乗車券 ― ３割引 介護者のみ３割引 ― 

割引 PASPY ― ５割引 介護者とも５割引 ５割引 

広
電
電
車 

普通乗車券 
本人のみ５割引 
（介護者割引なし） 

５割引 
介護者のみ無料 

（２人まで） 
― バスの場合と

同じ 

回数券は割引

なし 

定期乗車券 

（１ヶ月） 

本人のみ大人運賃×

２回×30日×0.5
（介護者割引なし） 

大人運賃×２回 

×30 日×0.5 
〃 ― 

割引 PASPY 
本人のみ５割引 
（介護者割引なし） 

５割引 〃 ― 
購入・降車時

に手帳を呈示 

ア
ス
ト
ラ
ム 

ラ
イ
ン 

普通乗車券 介護者とも５割引 ５割引 介護者のみ５割引 ― 

手帳を呈示 定期乗車券 〃 〃 〃 ― 

割引 PASPY 〃 〃 〃 ― 

 

※利用時の注意事項 

（注１）＊介護者同伴･本人のみの欄に「―」が引いてあるものは、割引の適用がありません。バス･

旅客船･タクシーなどの割引運賃の適用について、他県においては別の手続きが必要な場合

もありますので注意してください。なお、割引の対象となる障がいのある方が他の手帳を所

持していても、重複して運賃割引は適用されません。 

（注 2）＊介護者の割引が適用になる方は、手帳に「介護」の押印があります。 

（注 3）＊料金の端数処理については、交通機関によって処理方法が異なります。 

※詳しくは、関係交通機関にお問い合わせください。 

 

 

５-9-３「精神障害者保健福祉手帳１級」をお持ちの方 

  

５-9-４「精神障害者保健福祉手帳２級および３級」をお持ちの方 

 

 

５．補助・割引・貸付など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

補
助
・
割
引
・貸
付
な
ど 
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 一 般 障 が い 者 特 別 障 が い 者 

対 象 者 

①身体障害者手帳３級～６級 

②療育手帳○Ｂ ･Ｂ 

③精神障害者保健福祉手帳２級･３級 

①身体障害者手帳１級･２級 

②療育手帳○Ａ ･Ａ 

③精神障害者保健福祉手帳１級 

所得税控除額 270,000 円 400,000 円 

住民税控除額 260,000 円 300,000 円 

申請窓口  
給与所得者（毎年年末調整で申告） 

所得税･住民税（毎年確定申告で申告） ※手帳を提示 

問合せ先  
（所得税）広島北税務署（082-814-2111） 

（住民税）税務課（0826-28-2114） 

 

 

 

 一 般 障 が い 者 特 別 障 が い 者 

対  象  者 

①身体障害者手帳３級～６級 

②療育手帳○Ｂ ･Ｂ 

③精神障害者保健福祉手帳２級･３級 

①身体障害者手帳１級･２級 

②療育手帳○Ａ ･Ａ 

③精神障害者保健福祉手帳１級 

控 除 と な る 

税金の種類 

・相続税 

・贈与税 

・消費税（身体障害者用物品） 

問合せ先  広島北税務署（082-814-2111） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５-１0  

税
ぜい

 金
きん

 の 軽
けい

 減
げん

 

 

障がいのある方や、障がいのある方を扶

養している方に対し、所得税や住民税・

相続税などの軽減が行われます。 

５-10-１ 所得税･住民税の控除 

５-10-２ 相続税等の控除 

 

 

５．補助・割引・貸付など 
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■軽自動車税・自動車税・自動車取得税の減免対象者（基準日:４月１日） 

区   分 
障 が い の 程 度 

本人が運転する場合 
家族または常時介護者が

運転する場合 

視 覚 障 が い 1 級～４級 

聴 覚 障 が い ２級・３級 

平 衡 機 能 障 が い ３級 

上 肢 不 自 由 １級・２級 

下 肢 不 自 由 １級～６級 1 級～３級 

体 幹 不 自 由 １級～３級、５級 1 級～３級 

乳幼児期以前の非進行性  

脳病変による運動機能障がい 

上肢機能  １級・２級 

下肢機能  1 級～６級 1 級～３級 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう 

・直腸・肝臓または小腸の機能障がい 
1 級・３級 

音 声 機 能 障 が い 
３級 

（喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る） 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1 級～３級 

知  的  障  が  い  者 ― ○Ａ・Ａ 

精  神  障  が  い  者 １級 

（注１）＊「家族」とは、本人（身体障がい者など）と生計を一にしている方のことです。 

（注２）＊ 軽自動車税については、所有用件がありますのでご注意ください。 
 

■申請窓口 

 申  請  窓  口 電 話 番 号 

軽 自 動 車 税 税  務  課  0826-28-2114 

自  動  車  税 西部県税事務所 082-513-5372 

自 動 車 取 得 税 西部県税事務所観音庁舎 082-232-7694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５-10-３ 軽自動車税・自動車税・自動車取得税の控除 

 
障がいのある方の一定の用件を満たす自動車に

ついては、税金の減免が受けられます。なお、障

がいのある方１人につき 1台に限ります。 

 

 

 

５．補助・割引・貸付など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

補
助
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■福祉資金の種類 

福 祉 費 

生業を営むために必要な経費 

技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必

要な経費 

就職、技能習得等の支度に必要な経費 

住宅を増築、改築、拡張、補修、保全または公営住宅を譲り受け 

るために必要な経費 

福祉用具等の購入に必要な経費 

障害者用自動車の購入に必要な経費（障害者が属する世帯） 

負傷または疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持 

するために必要な経費 

介護サービス、障害福祉サービス等を受けるのに必要な経費及び

その期間中の生計を維持するために必要な経費 

災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 

冠婚葬祭に必要な経費 

住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 

緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合 

※その他の資金の種類･貸付けの申請方法などは､申請窓口にお問い合わせください。 

申 請 窓 口 
安芸太田町社会福祉協議会  

（電話 0826-32-2226 FAX 0826-32-2048） 

 

 

 

５-１1  

生活
せいかつ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付
かしつけ

 

経済的自立および生活意欲の助長促

進を図り、安定した生活を送れるよう

にすることを目的として、資金の貸付と

必要な援助指導を行う制度です。 
 

 

５．補助・割引・貸付など 
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対  象  者 

①身体障害者手帳１級～４級をお持ちの方 

②療育手帳○Ａまたは A をお持ちの方 

③「①･②」と同程度の障がいがあると認められる方 

④上記障がいのある方と同居する親族 

貸付限度額 420 万円 

償還方法  
据置期間６か月以内、据置期間終了後９年４か月以内で年賦･半年賦･

月賦による元金利子均等償還（繰上償還も認められます。） 

利   子 年３％ 

申請窓口  健康福祉課社会福祉係および本庁住民課･各支所住民生活課 

問合せ先  健康福祉課社会福祉係（0826-25-0250） 

対  象  者 

①視覚障がい（１級～６級）     

②上肢障がい（１級･２級）     

③体幹機能障がい（１級･２級）   

④運動機能障がい（１級･２級） 

⑤療育手帳をお持ちの方      

⑥精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

問合せ先  NTT 西日本ふれあい担当 フリーダイヤル（0120-104-174） 

対 象 者 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付をされた 方  

問合せ先  各携帯電話会社の販売店 

５-１2  

障害者
しょうがいしゃ

住宅
じゅうたく

整備
せ い び

資金
し き ん

貸付
かしつけ

 

５-１3  

NTT の無料
むりょう

番号
ばんごう

案内
あんない

 
 

５-１4  

携帯
けいたい

電話
で ん わ

料金
りょうきん

の割引
わりびき

 

障がいのある方、または同居

する親族に対し、専用居室な

どを増改築するために必要な

資金を貸付けします。 

番号案内を無料で受けられる制度

があります。詳しくは、ＮＴＴまでお

問い合わせください。 

身体障害者手帳、療育手帳または精神

障害者保健福祉手帳をお持ちの方が

契約している携帯電話の基本使用料な

どが割引になる制度があります。詳しく

は、各携帯電話会社の販売店にお問い

合わせください。 

 

５．補助・割引・貸付など 
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対 象 者 
聴覚または音声・言語機能障がいにより、意思伝達が著しく困難で、

手話が理解できる方 

利 用 料 無料 

申請窓口  
健康福祉課社会福祉係 

（電話 0826-25-0250 ＦＡＸ 0826-22-0686） 

対 象 者 
身体に障がいがあり自力で避難行動が取れず、家族などの支援が受

けられない方 

申請窓口  総務課危機管理室、健康福祉課および各支所/住民生活課 

問合せ先  
総務課（電話 0826-28-2111 ＦＡＸ 0826-28-1622） 

健康福祉課（電話 0826-25-0250 ＦＡＸ 0826-22-0686） 

対 象 者 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

対象預貯金等 
郵便貯金、銀行などの預貯金、公債（措置法適用分） 

限度額各 35０万円 

申請窓口  取扱郵便局・金融機関などの各窓口 

５-１7 

新
しん

 マ ル 優
ゆう

 制
せい

 度
ど

 

５-１6 

避難行動要支援者支援制度
ひなんこうどうようしえんしゃしえんせいど

 

５-１5 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の派遣
は け ん

 

 

 

聴覚障がいなどの手帳をお持ちの方に

対し、家庭生活および社会生活におけ

るコミュニケーションを円滑に行うため、

手話通訳者を派遣しています。 

地域の支援を必要とする身体に障

がいのある方を登録することによ

り、災害時の安否確認や避難誘導

などの支援を迅速に行います。 

預貯金などの利子非課税

の申請ができます。 

 

  

 

５．補助・割引・貸付など 
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対 象 者 聴覚または音声･言語機能に障がいのある方など 

問合せ先  
広島市消防局警防部警防課指令係 

（電話 082-546-3456 ＦＡＸ 082-542-1007） 

対 象 者 聴覚または音声･言語機能に障がいのある方など 

問合せ先  
広島市消防局警防部警防課指令係 

（電話 082-546-3456 ＦＡＸ 082-542-1007） 

５-１8  

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

緊急
きんきゅう

通報用
つうほうよう

ファクシミリ 

５-19  

広島市
ひろしまし

ｅメール１１９番
ばん

 

広島市消防局が管轄する地域を対象に、聴覚ま

たは音声･言語機能に障がいのある方などがファ

クシミリにより直接緊急通報を行うことができま

す。事前に申請が必要となりますので、詳しくは、

広島市消防局へお問い合わせください。 

広島市消防局が管轄する地域を対象に、聴

覚または音声･言語機能に障がいのある方

などが携帯電話機やインターネット末端機か

ら電子メールを利用して、直接消防車や救

急車の要請ができます。事前に申請が必要

となりますので、詳しくは、広島市消防局へ

お問い合わせください。 

 

 

 

 

５．補助・割引・貸付など 
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対 象 者 
①重度の身体障がいのある一人暮らしの方 

②重度の身体障がいのある方のみにより構成される世帯の方 

申請窓口  健康福祉課社会福祉係および本庁住民課･各支所住民生活課 

問合せ先  健康福祉課社会福祉係（0826-25-0250） 

問合せ先  各公共施設の窓口 

ヘルプマーク 

とは 

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや指定難病者の方など、

援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が、周囲

に配慮を必要としていることを知らせることにより、援助が得やすく

なるマークです。 

ヘルプカード 

とは 

障がいのある方などが災害や緊急時、また、日常生活で困った時など

に、緊急連絡先や必要とする支援内容などを記載するカードです。東

京都標準様式を参考とし、名刺大・折りたたみ式のカードが広島県版

の「ヘルプカード」です。 

配布窓口 健康福祉課社会福祉係および本庁住民課･各支所住民生活課 

問合せ先  健康福祉課社会福祉係（0826-25-0250） 

５-２1  

公共
こうきょう

施設
し せ つ

使用料
しよ う り ょ う

などの減免
げんめん

 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳を提示することで、施

設などで割引を受けることができます。

割引の内容については、各公共施設の

窓口へお問い合わせください。 

 

 

５-20 

あんしん電話
で ん わ

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

 

 

 

重い障がいのある方の日常生活に

おける相談や、急病などの緊急時

に対応するため、緊急通報電話を

設置します。 

５-２2  

ヘルプマーク 

・ヘルプカード 

広島県が推進する「あいサポート運動」

の取り組みとして、ヘルプマーク・ヘル

プカードを無償で配布します。 

 

５．補助・割引・貸付など 
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